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府中市協働事業等評価制度実施基準

（目的）

第１ 府中市市民協働推進行動計画に基づき、協働事業の効果をより一層高め

ていくため、協働事業等評価の実施に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。

（評価対象）

第２ 協働事業等評価の種類は次のとおりとする。

(1) 協働事業評価

   原則として市民と市が実施する協働事業については、全て評価の対象と

する。

ただし、評価は協働事業をより良いものに成長させるために行うもので

あることから、協働可能性調査の結果を踏まえ、協働のパイロット事業と

して、市が積極的に推進していく事業等を中心とする。

(2) 市民協働推進行動計画評価

  推進方策に位置付けられている各種取組についても、原則として、毎年

度、進捗状況を把握し、府中市市民協働推進会議（以下「推進会議」とい

う。）に報告する。

（協働事業評価の方法）

第３ 協働事業評価の方法は次のとおりとする。

(1) 自己評価

ア 協働事業の当事者は、別に定める自己評価用のチェックシート（振り

返りシート）を用い、協働事業の効果や成果等について、評価を行うも

のとする。

  イ 実施時期として、原則、協働事業が終了した際に行うものとする。

ただし、協働事業の実施期間が長期にわたる場合は、事業終了後に限

らず、事業実施前や事業実施の中間時など、事業の実施形態等を踏まえ、

必要に応じて効果的な時期に実施するものとする。

(２) 相互評価

ア 協働事業の当事者は、それぞれ行った自己評価を持ち寄り、評価が異

なる項目の原因分析や改善点、課題の抽出等について意見交換を行った

うえで、別に定める相互評価用のチェックシートを用い、事業を振り返

り、評価を行うものとする。

イ 実施時期として、協働事業の当事者同士が、効果的かつ効率的に協働

事業を振り返ることができる時期に行う必要があることから、原則とし

て協働事業の終了時に行うものとする。

なお、自己評価同様、長期にわたる場合については、必要に応じて、
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効果的な時期に行うものとする。

  ウ 協働事業を実施した課においては、相互評価用のチェックシートを、

市民活動支援課に提出するものとする。

(３) 第三者評価

ア 推進会議が、協働事業に対する信頼性と市民の参加意欲の向上を図る

とともに、より客観的に課題を把握し、検証結果を今後の取組に生かす

ため、評価を行うものとする。

イ 第三者評価を実施するに当たり、より一層、協働に係る市職員の意識

の高揚を図るとともに、各事業について、事業の目的や内容を正しく理

解しながら、市民協働の推進に関する基本方針に基づく協働の手法を適

切に取り入れているか等を踏まえて評価・検証を行う必要があることか

ら、協働事業の当事者と推進会議の委員による意見交換会を実施した後、

推進会議において評価を実施するものとする。

ウ 実施時期として、第三者評価の結果が可能な限り次年度の予算に反映

できるよう、ＰＤＣＡサイクルの観点から、事業終了後の翌年度に実施

するものとする。

（その他）

第４ この基準に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものと

する。

   付 則

この基準は平成２８年４月１２日から施行する。


